
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

を 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ６ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 等 の 一 部 を 改

正 す る 規 程  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 15号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（通勤手当） （通勤手当） 

第44条  （略） 第44条  （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) （略） (２ ) （略）  

ア～シ （略） ア～シ （略） 

ス  使用 距離が片 道 60キロメートル 以

上 65キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

38,700円  

ス  使用 距離が片 道 60キロメートル 以

上である職員 38,700円  

セ  使用 距離が片 道 65キロメートル 以

上 70キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

42,200円  

 

ソ  使用 距離が片 道 70キロメートル 以

上 75キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

45,700円  

 

タ  使用 距離が片 道 75キロメートル 以

上 80キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

49,200円  

 

チ  使用 距離が片 道 80キロメートル 以

上 85キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

52,700円  

 

ツ  使用 距離が片 道 85キロメートル 以

上 90キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

56,200円  

 

テ  使用 距離が片 道 90キロメートル 以

上 95キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

59,600円  

 



ト  使用 距離が片 道 95キロメートル 以

上 100キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る 職 員 

63,000円  

 

ナ  使用距離が片道100キロメートル以

上である職員 66,400円  

 

(３ ) （略） (３ ) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  条例第９条第２号又は第３号に掲げる

職員で、自動車その他の原動機付の交通

用具の駐車のための施設（その所在地及

び利用形態が別に定める要件を満たすも

のに限る。以下「駐車場等」という。）

を利用し、その料金を負担することを常

例 と す る も の （ 別 に 定 め る 職 員 を 除

く。）の通勤手当の額は、前３項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手

当の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 

 

(１ ) 駐車場等に係る通勤手当 5,000円

を超えな い範囲内 で１箇月 当たりの 駐

車場等の 料金に相 当する額 として別 に

定める額 に支給対 象期間の 月数を乗 じ

て得た額 

 

(２ ) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤

手当 前３項の規定による額 

 

５  運賃等相当額（交通機関等が２以上あ

る場合においては、その合計額）、第１

項第２号に定める額、特別料金等相当額

（新幹線鉄道等が２以上ある場合におい

ては、その合計額）及び前項第１号に定

める額の合計額を支給対象期間の月数で

除して得た額が 15万円を超える職員の通

勤手当の額は、第１項から前項までの規

定にかかわらず、 15万円に当該支給対象

期間の月数を乗じて得た額とする。 

４  運賃等相当額（交通機関等が２以上あ

る場合においては、その合計額）、第１

項第２号に定める額及び特別料金等相当

額（新幹線鉄道等が２以上ある場合にお

いては、その合計額）の合計額を支給対

象期間の月数で除して得た額が 15万円を

超える職員の通勤手当の額は、前３項の

規定にかかわらず、 15万円に当該支給対

象期間の月数を乗じて得た額とする。 

６・７ （略） ５・６ （略） 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 扶 養 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大

阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 18号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（認定） （認定） 



第３条 （略）  第３条 （略）  

２  （略） ２ （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 勤労所得、資産所得、事業所得等

の合計額が年額130万円以上（18歳に達

する日以 後の最初 の４月１ 日から 22歳

に達する 日以後の 最初の３ 月 31日まで

の間にある者にあっては、年額150万円

以上）であると見込まれる者 

(２ ) その者の勤労所得、資産所得、事

業所得等の合計額が年額130万円程度以

上である者 

(３ ) （略） (３ ) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 23年 大

阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 20号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（届出） （届出） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１ ) 住居、通勤経路、通勤方法若しく

は規程第 44条第４項 に規定す る駐車場

等（以下 「駐車場 等」とい う。）を 変

更し、駐 車場等の 利用を開 始し若し く

は終了し 、又は通 勤のため 負担する 運

賃等の額 若しくは 駐車場等 の料金に 変

更があった場合 

(１ ) 住居、通勤経路若しくは通勤方法

を変更し 、又は通 勤のため 負担する 運

賃等の額に変更があった場合 

(２ ) （略） (２ ) （略） 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（確認及び決定） （確認及び決定） 

第３条  企業長は、職員から前条の規定に

よる届出があつたときは、その届出に係

る事実を通勤用定期乗車券（これに準ず

る も の を 含 む 。 以 下 「 定 期 券 」 と い

う。）の提示又は第 17条第２号若しくは

第３号の職員たる要件を具備しているこ

と若しくは第 18条に定める駐車場等たる

要件を具備していること及び駐車場等の

料金を証明する書類の提出を求める等の

方法により確認し、その者が条例第９条

の職員たる要件を具備するときは、その

第３条  企業長は、職員から前条の規定に

よる届出があつたときは、その届出に係

る事実を通勤用定期乗車券（これに準ず

る も の を 含 む 。 以 下 「 定 期 券 」 と い

う。）の提示又は第 17条第２号若しくは

第３号の職員たる要件を具備しているこ

とを証明する書類の提出を求める等の方

法により確認し、その者が条例第９条の

職員たる要件を具備するときは、その者

に支給すべき通勤手当の額を決定し、又

は改定しなければならない。 



者に支給すべき通勤手当の額を決定し、

又は改定しなければならない。 

 

 

第８条 （略）  第８条 （略）  

２  企業長が定める職員で、１箇月当たり

の平均通勤所要回数の少ないものの運賃

等 相 当 額 は 、 次 項 に 該 当 す る 場 合 を 除

き、企業長が定める額とする。 

２  企業長が定める職員で、平均１箇月当

たりの通勤所要回数の少ないものの運賃

等 相 当 額 は 、 次 項 に 該 当 す る 場 合 を 除

き、企業長が定める額とする。 

３ （略） 

 

３  （略） 

 

（自転車等使用者についての特例） （自転車等使用者についての特例） 

第９条  規程第 44条第１項第２号の別に定

める職員は、１箇月当たりの平均通勤所

要回数が 10回に満たない職員とし、同号

の別に定める割合は、100分の50とする。 

第９条  規程第 44条第１項第２号の別に定

める職員は、平均１箇月当たりの通勤所

要回数が 10回に満たない職員とし、同号

の別に定める割合は、100分の50とする。 

２ （略） ２ （略） 

３  規程第 44条第１項第２号の別に定める

額は、別表に定める自転車等の使用距離

の区分に応じた額とする。ただし、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第 10条第３項の規定により同条

第１項に規定する育児短時間勤務の承認

を受けた職員（同法第 17条の規定による

短時間勤務をすることとなった職員を含

む。）、地方公務員法（昭和 25年法律第

261号）第22条の４第１項又は第22条の５

第２項の規定により採用された職員、育

児休業法第 18条第１項又は一般職の任期

付職員の採用等に関する条例（平成 23年

大阪広域水道企業団条例第 11号）第４条

各項の規定により採用された職員及び大

阪広域水道企業団就業規則第 28条第１項

の規定による承認を受けて１週間の一部

について勤務しない職員のうち、１箇月

当たりの平均通勤所要回数が 10回に満た

ない職員については、別表の額からその

額に100分の 50を乗じて得た額を減じた額

とする。 

 

３  規程第 44条第１項第２号の別に定める

額は、別表に定める自転車等の使用距離

の区分に応じた額とする。ただし、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第 10条第３項の規定により同条

第１項に規定する育児短時間勤務の承認

を受けた職員（同法第 17条の規定による

短時間勤務をすることとなった職員を含

む。）、地方公務員法（昭和 25年法律第

261号）第22条の４第１項又は第22条の５

第２項の規定により採用された職員、育

児休業法第 18条第１項又は一般職の任期

付職員の採用等に関する条例（平成 23年

大阪広域水道企業団条例第 11号）第４条

各項の規定により採用された職員及び大

阪広域水道企業団就業規則第 28条第１項

の規定による承認を受けて１週間の一部

について勤務しない職員のうち、平均１

箇月当たりの通勤所要回数が 10回に満た

ない職員については、別表の額からその

額に100分の 50を乗じて得た額を減じた額

とする。 

 

（併用者の区分及び支給額） （併用者の区分及び支給額） 

第10条  （略） 第10条  （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 条例第９条第３号に掲げる職員の (２ ) 条例第９条第３号に掲げる職員の



うち、運 賃等相当 額が規程 第 44条第１

項第２号 に定める 額（駐車 場等を利 用

し、その 料金を負 担するこ とを常例 と

する職員 （次号に おいて「 駐車場等 利

用職員」 という。 ）にあっ ては、そ の

額に規程 第 44条第４項第１ 号に定め る

額を加算 した額） 以上であ る職員（ 前

号に掲げ る職員を 除く。）  規程第 44

条第１項第１号に定める額 

うち、運 賃等相当 額が規程 第 44条第１

項 第 ２ 号 に 定 め る 額 以 上 で あ る 職 員

（前号に 掲げる職 員を除く 。）  規 程

第44条第１項第１号に定める額 

(３ ) 条例第９条第３号に掲げる職員の

うち、運 賃等相当 額が規程 第 44条第１

項第２号 に定める 額（駐車 場等利用 職

員にあっ ては、そ の額に規 程第 44条第

４項第１ 号に定め る額を加 算した額 ）

未満であ る職員（ 第１号に 掲げる職 員

を除く。 ）  規程 第 44条第１項第２ 号

に定める額 

 

第 17条  （略） 

 

(３ ) 条例第９条第３号に掲げる職員の

うち、運 賃等相当 額が規程 第 44条第１

項 第 ２ 号 に 定 め る 額 未 満 で あ る 職 員

（第１号 に掲げる 職員を除 く。）  規

程第44条第１項第２号に定める額 

 

 

 

 

第 17条  （略） 

（駐車場等の要件）  

第 18条  規程第 44条第４項の別に定める要

件は、次の各号のいずれにも該当するこ

ととする。 

 

(１ ) 勤務公署の周辺又は第３条の規定

に基づき 決定し、 若しくは 改定する 手

当額の基 礎となる 経路若し くはこれ に

準ずるも のとして 企業長が 定める経 路

上にある 交通機関 の駅、停 留所等の 周

辺にある施設であること。 

 

(２ ) 職員が自転車を駐車するために使

用する施 設（自転 車以外の 自動車そ の

他の原動 機付の交 通用具の 駐車のた め

の部分と 、自転車 の駐車の ための部 分

が同一の 施設にあ る場合は 、当該自 転

車の駐車 のための 部分に限 る。）で な

いこと。 

 

(３ ) その利用について職員の配偶者若

しくは条 例第６条 第２項に 規定する 扶

養親族に 料金を支 払うこと となる施 設

又はこれ に準ずる ものとし て企業長 が

定める施設でないこと。 

 

２  前項に規定する要件を満たさない場合

であって、自動車その他の原動機付の交

通用具の駐車のための施設の状況、職員

の事情等により、駐車場等に係る通勤手

 

 



当を支給しないことが著しく不適当であ

ると企業長が認めるときは、同項の規定

にかかわらず、企業長が別に定める要件

とする。 

 

（駐車場等に係る通勤手当が支給されな

い職員） 

 

第 19条  規程第 44条第４項の別に定める職

員 は 、 第 10条 第 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 と す

る。 

 

 

 

（駐車場等に係る通勤手当の額）  

第 20条  規程第 44条第４項第１号の別に定

める額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額（その額が

5,000円 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 5,000

円）とする。 

 

(１ ) １の駐車場等を利用する場合  次

のアから ウまでに 掲げる場 合の区分 に

応じ、そ れぞれア からウま でに定め る

額 

 

ア  月を 単位とし て駐車場 等の料金 が

定められている場合 当該料金の額 

 

イ  駐車 場等の料 金を定め る期間（ 月

又 は 年 に よ っ て 定 め た 期 間 に 限

る 。 ） が ２ 以 上 の 月 に わ た る 場 合 

当 該 料 金の 額 を その わ た る月 の 数 で

除 し て 得た 額 （ その 額 に １円 未 満 の

端 数 が ある と き は、 そ の 端数 を 切 り

捨てた額） 

 

ウ  ア及 びイに掲 げる場合 以外の場 合 

企業長が定める額 

 

(２ ) ２以上の駐車場等を利用する場合 

それぞれ の駐車場 等につい て前号ア か

らウまでに定める額を合計した額 

 

 

 

第 21条  （略）  

 

第 18条  （略）  

 

（追給又は返納） （追給又は返納） 

第 22条  規程第 44条第６項の別に定める事

由は、次に掲げる場合（以下「異動等事

由」という。）とする。 

第 19条  規程第 44条第５項の別に定める事

由は、次に掲げる場合（以下「異動等事

由」という。）とする。 

(１ )～ (４) （略） (１ )～ (４) （略） 



  

第 23条～第26条  （略）  

 

第 20条～第23条  （略）  

 

（事後の確認） （事後の確認） 

第 27条  企業長は、現に通勤手当を支給さ

れている職員について、その者が条例第

９条の職員たる要件を具備するかどうか

及び通勤手当の額が適正であるかどうか

を、当該職員に定期券、契約書、領収書

等の提示又は第 17条第２号若しくは第３

号の職員たる要件を具備していることを

証明する書類の提出を求め、又は通勤の

実情を実地に調査する等の方法により、

随時、確認するものとする。 

第 24条  企業長は、現に通勤手当を支給さ

れている職員について、その者が条例第

９条の職員たる要件を具備するかどうか

及び通勤手当の額が適正であるかどうか

を、当該職員に定期券等の提示又は第 17

条第２号若しくは第３号の職員たる要件

を具備していることを証明する書類の提

出を求め、又は通勤の実情を実地に調査

する等の方法により、随時、確認するも

のとする。 

別表（第９条関係） 

自転車等の使用距離（片道） 支給額 

（略） （略） 

60キロメートル以上65キロメートル未

満 

50,700 

65キロメートル以上70キロメートル未

満 

54,200 

70キロメートル以上75キロメートル未

満 

57,700 

75キロメートル以上80キロメートル未

満 

61,200 

80キロメートル以上85キロメートル未

満 

64,700 

85キロメートル以上90キロメートル未

満 

68,200 

90キロメートル以上95キロメートル未

満 

71,600 

95キロメートル以上100キロメートル未

満 

75,000 

100キロメートル以上 78,400 
 

別表（第９条関係） 

自転車等の使用距離（片道） 支給額 

（略） （略） 

60キロメートル以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,700 

 

 

 

 

 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 か ら 駐 車 場 等

（ 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す

る 規 程 第 44条 第 ４ 項 に 規 定 す る 「 駐 車 場 等 」 を い う 。 ） を 利 用 し て い

る 職 員 で あ っ て 、 引 き 続 き 当 該 駐 車 場 等 を 利 用 す る こ と に よ り 施 行 日

に お い て 同 項 の 職 員 た る 要 件 を 具 備 す る に 至 っ た 者 は 、 第 ３ 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 程 第 ２

条 の 規 定 の 例 に よ り 、 そ の 実 情 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  


